
円（税込）

１．公告番号 66

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 道路舗装工事

３．工事件名 越中島三丁目道路改修工事

４．工事場所 江東区越中島三丁目6番～3番

５．工　　　期 170日間

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
路線番号：江144号
施工延長：154.0ｍ
施工面積：3,226㎡
道路幅員：21.9～22.2ｍ
排水工
　街きょ工(155型) 　　　　　　　　　  300.6ｍ
　街きょ用集水ます工　　　　　　　　 　　11基
　取付管布設及び支管取付工　　　　　 　11箇所
舗装工
　切削オーバーレイ工(t=10㎝・改質アスファルトⅡ型)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2043㎡
　切削オーバーレイ工(t=10㎝・半たわみ性舗装)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48㎡
　歩道舗装工(透水性As舗装)　　　    　  111㎡
　歩道舗装工(透水性ILB舗装)　　　 　　　682㎡
　歩道舗装工(半たわみ性舗装30型)   　　  90㎡
　歩道舗装工(ILB舗装)(乗入れ)　　　　　　19㎡
街築工　 　　　　　　　　　　　　　　　　一式
道路植栽工 　　　　　　　　　　　　　　　一式
交通安全施設工 　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　 　　　　　　　　　　　　　一式
雑工　　　　　 　　　　　　　　　　　　　一式
下水道局受託工事 　　  　　　　　　　　　一式

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 １１６,８０７,９００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月1日(水) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月6日(月) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月13日(月)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月14日(火)　午前9時30分　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

○特定建設業許可を有すること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



円（税込）

１．公告番号 67

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 道路舗装工事

３．工事件名 亀戸二丁目外１路線道路改修工事

４．工事場所 江東区亀戸二丁目7番～6番外1路線

５．工　　　期 160日間

６．格　　　付 Bランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
路線番号：江182号
施工延長：180.3m
施工面積：1,124㎡　道路幅員5.8～6.0m
排水工　街きょ工(205型)　　　　　　　  19.8m
        L形側溝工(300B)  　　　　  　 288.3m
        L形側溝用集水桝工　　　 　　　13箇所
        取付管布設及び支管取付工 　　 13箇所
舗装工　車道舗装工（55型・全層打換）　 771㎡
　　　　車道舗装工（55型・As打換）　　 163㎡
　　　　歩道舗装工（透水性ILB舗装）     29㎡

路線番号：江502号
施工延長：118.6m
施工面積：690㎡　道路幅員3.8～6.1m
排水工　L形側溝工(300B)  　　　　  　 199.2m
        L形側溝用集水桝工　　　 　　　16箇所
        取付管布設及び支管取付工 　　 10箇所
舗装工　車道舗装工（40型・As打換）　　 577㎡
　　　　車道舗装工（55型・As打換）　　   9㎡

交通安全施設工　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
雑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
下水道局受託工事　　　　　　　　　　　　一式

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 ９９,６５３,４００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月2日(木) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月7日(火) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月15日(水)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月16日(木)　午前9時30分　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



江東区大島二丁目２０番 外１路線

円（税込）

２．対象業種 道路舗装工事

３．工事件名 南砂二丁目道路改良工事（Ⅱ工区）

４．工事場所 江東区南砂二丁目3番

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告しま
す。

令和8年6月1日
江東区長　大久保　朋　果

１．公告番号 68

８．予定価格 ９１,８５６,６００

９．低入札価格調査
予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で、案件ごとに調査基準価格及び失格基準価格を設定する。（江東区契約事務
規則第30条第2項及び第3項の規定を準用する）

１０．入札方法

総合評価落札方式一般競争入札（電子入札）とする。

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。
入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札者の入札を原

則無効といたします。

５．工　　　期 160日間

６．格　　　付 Bランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
路線番号：江346号
施工延長：192.3ｍ
施工面積：3,547㎡
道路幅員：10.1～10.2ｍ
排水工
　街きょ工(155型・155SF型)　　　　　　361.6ｍ
　街きょ用集水ます工 　　　　　　　　　　15基
  街きょ用集水ます工（高さ調整）　　　　　1基
　取付管布設及び支管取付工　　　　　　　1箇所
舗装工
　路面切削・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(切削（平均厚）
　t=7.8cm、基層t=5cm、表層t=5cm)　　 　1303㎡
　歩道舗装工(透水性ILB舗装)　　　 　　　318㎡
　歩道舗装工(半たわみ性舗装30型) 　　 　 32㎡
　歩道舗装工(真砂土舗装t=5㎝) 　　　　　　8㎡
　歩道すりつけ工（非透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装）　　8㎡
街築工　 　　　　　　　　　　　　　　　　一式
道路植栽工 　　　　　　　　　　　　　　　一式
交通安全施設工 　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　 　　　　　　　　　　　　　一式
雑工　　　　　 　　　　　　　　　　　　　一式
下水道局受託工事 　　  　　　　　　　　　一式

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードする
こと。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事項を
確認すること。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月2日(木) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月7日(火) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１１．申請方法

本件は、総合評価落札方式の一般競争入札案件である。申込については、電子入札サービスより行うこと。
また、次に掲げる書類について必要事項を記入し、申請書提出期間内（必着）に江東区総務部経理課あて郵
送にて提出すること。
（１） 施工能力評価点申告書
（２） 地域貢献活動実績報告書
（３） 配置予定技術者の実績確認書類（施工能力評価点申告書の注意書参照）
（４） 配置予定技術者の保有する資格認定証明書（資格者証）の写し

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月14日(火)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月15日(水) 午前9時30分　　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）



２５．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２６．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号） に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。※格付を設定する案件について区内
　　登録業者は同一ランクの工事に加え、直近上・下ランクに応募できます。（ただし単独法人の場合に限る。）
　　※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められていること。※上記公告日現在の共同
　　運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の工事、
　単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

３０．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、契約
締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社
会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２７．施工能力審査内容
　　及び落札者決定基準

別紙のとおり

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・失格基準価格を設定した案件で、当該失格基準価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．低入札価格調査
　　　提出書類

低入札価格調査の対象となった場合は、次に掲げる書類について必要事項を記入し、開札日より３日以内（土日祝日

除く）に江東区総務部経理課あて郵送（必着）または持参にて提出すること。

（１）（様式１）当該価格により入札した理由

（２）（様式２）当該入札価格の積算内訳

（３）（様式３）手持ち工事の状況、手持ち資材の状況

（４）（様式４）手持ち機械の状況、資材の購入先、労働者の具体的供給

（５）（様式５）第一次下請の予定業者、配置予定の技術者、過去に施工した公共工事名



1　評価の方法

ア　工事成績評価点の算定

※1　発注業種＝ 道路舗装工事

令和8年6月1日
落札者決定基準

件　　　名　南砂二丁目道路改良工事（Ⅱ工区）

 本件の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計した評価値による。

　施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。

(ア)　工事成績点の平均点に応じて、次表のとおり算定する。

(イ)　工事成績点の平均点は、本件工事の公表日の属する年度及びその前3年度内に完了した工事の件数に応じ、
　　次のとおりとする。

①　完了工事件数が3件以上ある場合　直近3件の工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

②　完了工事件数が1件又は2件の場合　該当する工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

③　完了工事が1件もない場合　60点

(1)　価格点の算定

　　　入札価格が低入札基準価格以上の場合：100×（1-入札価格÷予定価格）

　　　入札価格が低入札基準価格未満の場合：

　　　100×（1-低入札基準価格÷予定価格）-{100×（1-入札価格÷予定価格）-100×（1-低入札基準価格÷予定価格）}

(2)　施工能力評価点の算定

(ウ)　入札参加者は、工事成績点について江東区総務部経理課に問い合わせることができる。

(エ)　工事成績点は、江東区の発注工事のみを対象とする。

(オ)　工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(東京電子自治体共同運営)
　　別表2の業種区分で本件発注工事と同一の業種（※1）とする。

工事成績点の平均点 工事成績評価点 工事成績点の平均点 工事成績評価点

３５点未満 ０点 ７１．５点以上７２点未満 １３．５点

３５点以上４０点未満 １点 ７２点以上７２．５点未満 １４点

４０点以上４５点未満 ２点 ７２．５点以上７３点未満 １４．５点

４５点以上５０点未満 ３点 ７３点以上７３．５点未満 １５点

５０点以上５５点未満 ４点 ７３．５点以上７４点未満 １５．５点

５５点以上６０点未満 ５点 ７４点以上７４．５点未満 １６点

６０点以上６５点未満 ６点 ７４．５点以上７５点未満 １６．５点

６５点以上６６点未満 ７点 ７５点以上７５．５点未満 １７点

６６点以上６７点未満 ８点 ７５．５点以上７６点未満 １７．５点

６７点以上６７．５点未満 ９点 ７６点以上７６．５点未満 １８点

６７．５点以上６８点未満 ９．５点 ７６．５点以上７７点未満 １８．５点

６８点以上６８．５点未満 １０点 ７７点以上７７．５点未満 １９点

６８．５点以上６９点未満 １０．５点 ７７．５点以上７８点未満 １９．５点

６９点以上６９．５点未満 １１点 ７８点以上７８．５点未満 ２０点

６９．５点以上７０点未満 １１．５点 ７８．５点以上７９点未満 ２０．５点

７０点以上７０．５点未満 １２点 ７９点以上７９．５点未満 ２１点

７０．５点以上７１点未満 １２．５点 ７９．５点以上８０点未満 ２１．５点

７１点以上７１．５点未満 １３点 ８０点以上 ２２点



※2　建設業法上の業種＝ ほ装工事

エ  同種工事は、以下の工種・規模以上とする。

オ　類似工事は、以下の工種・規模以上とする。

(ア)　区と災害協定等を締結している場合　１点

2　落札者の決定方法

3　注意事項

CORINS工種区分　アスファルト舗装工事
　　　　　　　　　　　 　規模   請負金額が予定価格の2分の1以上（消費税を含む）

(3)　地域貢献点の算定

　　　　地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。

イ　配置予定技術者の資格点は、3点満点とし、配置予定技術者が、本件発注工事の建設業法の規定による業種（※
　　2）について1級技術者の場合に3点、2級技術者の場合に2点、その他の技術者の場合に1点とする。ただし、複数
　　の資格を持つ場合には、上位の資格一つについてのみ評価する。
　　また、実務経験者（建設業法第７条第２号イ、ロ該当）は、経歴書（任意用式。ただし、従事した工事と期間がわかる
　　もの）を添付すること。実務経験として認める期間は、実際の工事に従事した期間とする。

ウ　配置予定技術者の実績点は、2点満点とし、配置予定技術者が同種工事に監理技術者として係わった場合に2点、主任技術者として係わっ
た場合に1.5点、担当技術者として係わった場合に1点、配置予定技術者が類似工事に監理技術者として係わった場合に1.5点、主任技術者とし
て係わった場合に1点、担当技術者として係わった場合に0.5点とする。
  　　なお、実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、いずれか一つの職務についてのみ評価す
る。

CORINS工種区分　アスファルト舗装工事
　　　　　　　　　　　 　規模  請負金額が予定価格以上（消費税を含む）

(エ)　区内の支店又は営業所を本店に変更した事業者で、区内本店としての入札参加資格の発生日から３年を超えたもの　３点（区内本
店としての入札参加資格の発生日から３年間は、区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者にあっては２点、区内に支店又
は営業所を設置して２０年未満の事業者にあっては１点）

イ　地域貢献度は、次に掲げるもののうち該当するものを合算した点とする。

ア　地域精通度は、次のいずれかとする。

(ア)　区内に本店がある事業者　３点（平成２４年４月１日以後に新たに区内に本店を設置した事業者にあっては、区内本店としての入札
参加資格の発生日から３年間は０点）

(イ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者　２点

(ウ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年未満の事業者　１点（平成２３年４月１日以後に新たに区内に支店又は営業所を設置した事
業者にあっては、区長が区内事業所として認定した日から５年間は０点）

(1)　提出資料の提出後においては、原則として記載された内容の変更を認めない。ただし、江東区がやむを得ないと認めた場合はこの限りでは
ない。

(2)　提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として工事完了まで変更することができない。ただし、配置予定技術者の死亡等、江東区が
やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(イ)　本件工事の公表日の属する年度及びその前５年度内に区の要請に基づく水防、雪害対策等の災害対応実績がある場合　１点

(ウ)　区内の本店又は支店・営業所において、ＩＳＯ14001、エコアクション21、エコステージ（ステージ2以上）、ＫＥＳ・環境マネジメントシステ
ム・スタンダード（ステップ2以上）のいずれかの認証を取得し、本件入札日が認証有効期限内である場合　０．５点

　入札価格が、予定価格及び失格基準価格の範囲内であるもののうち、1の評価値の最も高い者を落札者とする。この場合において、評価値の
最も高い者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者が低入札価格調査の対象となる場合は、江東区工事
請負契約に係る低入札価格取扱要綱の規定に基づき、低入札価格調査を経たのち、決定する。



円（税込）

１．公告番号 69

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 道路舗装工事

３．工事件名 南砂四丁目区有通路外１路線道路維持工事

４．工事場所 江東区南砂四丁目18番～13番先

５．工　　　期 115日間

６．格　　　付 Cランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
【現場代理人兼任可能工事】
路線番号：区有通路6104号及び特別区道江341号
施工延長：98.0m
施工面積：355㎡
施工幅員：2.69ｍ～4.04ｍ

  排水工
L形側溝工（一般部・プレキャスト基礎）　　  140.1ｍ
L形側溝工（切り下げ部・プレキャスト基礎）　 13.4ｍ
L形側溝工（すり合わせ部・プレキャスト基礎）  2.4ｍ
L形側溝工（歩行者横断部）　　　　　　　　　　1.2ｍ
L形側溝工（歩行者横断すり合わせ部）          1.2ｍ
L形側溝用集水ます工　　　 7箇所
取付管布設及び支管取付工　7箇所
取付管推進工　　　　　　　3箇所

　舗装工
車道舗装工（40型Aｓ打換え）　　　　　273㎡

　交通安全施設工　　　　　　　　　　　１式
　
　仮設工　　　　　　　　　　　　　　　１式

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 ３４,１９３,５００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月23日(火) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月23日(火) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月29日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月8日(水)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月9日(木)　午前9時30分　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



円（税込）

１．公告番号 70

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 下水道施設工事

３．工事件名 東陽一丁目道路改修工事及び東陽一丁目付近下水道再構築工事

４．工事場所 江東区東陽一丁目34番～31番

５．工　　　期 150日間

６．格　　　付 Bランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
路線番号：深215号
施工延長：142.0ｍ
施工面積：788㎡
道路幅員：4.7～5.4ｍ
【道路改修工事】
排水工
　街きょ工(155型)　　　　　　　　　　　0.8ｍ
　Ｌ形側溝工　　　　　　　　　　　　 238.9ｍ
　Ｌ形側溝用集水ます工　　　　　　　　　14基
　取付管布設及び支管取付工　　　　　　14箇所
舗装工
　切削オーバーレイ工(t=5㎝)　　　　　　659㎡
　影響範囲復旧工(非透水性ILB舗装)　　　0.3㎡
交通安全施設工・仮設工・雑工　　　　　　一式
【下水道再構築工事】
既設管改造工（内面被覆工法）φ230　　92.60ｍ
既設管改造工（内面被覆工法）φ280　　44.00ｍ
既設人孔改造　　　　　　　　　　　　　 4箇所
汚水桝（布設替え・上部改造・補修）　　19箇所

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 ８３,０６５,４００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月1日(水) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月6日(月) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月13日(月)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月14日(火)　午前11時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



１．公告番号 71

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 一般土木工事

３．工事件名 新木場三丁目放置車両対策工事

４．工事場所 新木場三丁目2番～4番地先

５．工　　　期 85日間

６．格　　　付 Dランク

７．工事概要

【現場代理人兼任可能工事】
路線番号：特別区道江593号
施工延長：950.9m

　交通安全施設工
　車線分離標設置工（固定式）　　285本
　車線分離標設置工（着脱式）　　　8本

　仮設工　　　　　　　　　　　　　1式

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 事後公表

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月23日(火) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月23日(火) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月29日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月7日(火)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月8日(水)　午前9時30分　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 ３回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象外

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



１．公告番号 72

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 一般土木工事

３．工事件名 （仮称）江東区立東大島駅北自転車駐車場新設工事

４．工事場所 江東区大島九丁目4番先

５．工　　　期 令和8年10月30日

６．格　　　付 Dランク

７．工事概要

【現場代理人兼任可能工事】
土工・撤去工　　　1式
歩道舗装工　　　145㎡
溶融型区画線　220.5ｍ
前輪ラック　　　 48基
安全施設工　　　　1式
電気設備工　　　  1式

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 事後公表

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月29日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月6日(月)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月7日(火)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 ３回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



江東区大島二丁目２０番 外１路線

円（税込）

２．対象業種 電気工事

３．工事件名 塩浜二丁目外街路灯改修工事

４．工事場所 江東区塩浜二丁目外２ヶ所

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告しま
す。

令和8年6月1日
江東区長　大久保　朋　果

１．公告番号 73

８．予定価格 １４７,１１５,１００

９．低入札価格調査
予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で、案件ごとに調査基準価格及び失格基準価格を設定する。（江東区契約事務
規則第30条第2項及び第3項の規定を準用する）

１０．入札方法

総合評価落札方式一般競争入札（電子入札）とする。

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。
入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札者の入札を原

則無効といたします。

５．工　　　期 令和9年3月19日

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
LED灯　80W+80W　灯柱工　　　13基
LED灯　80W+20W　灯柱工　　　26基
LED灯　80W　　　灯柱工　　　12基
LED灯　80W　　　共架工　　　13基
LED灯　30W　　　共架工　　　 2基
LED灯　20W　　　共架工　　　62基
LED灯　80W+30W　灯具交換工　 2基
LED灯　80W　　灯具交換工　　 7基
LED灯　20W　　灯具交換工　　 1基
引込柱　　　　　　　　　　　 1基
分電盤工　　　　　　　　　　 6面
配管配線工　　　　　　　　　一式
撤去工　　　　　　　　　　　一式

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードする
こと。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事項を
確認すること。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月6日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月9日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１１．申請方法

本件は、総合評価落札方式の一般競争入札案件である。申込については、電子入札サービスより行うこと。
また、次に掲げる書類について必要事項を記入し、申請書提出期間内（必着）に江東区総務部経理課あて郵
送にて提出すること。
（１） 施工能力評価点申告書
（２） 地域貢献活動実績報告書
（３） 配置予定技術者の実績確認書類（施工能力評価点申告書の注意書参照）
（４） 配置予定技術者の保有する資格認定証明書（資格者証）の写し

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月21日(火)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月22日(水) 午前9時30分　　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事



２５．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２６．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号） に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。※格付を設定する案件について区内
　　登録業者は同一ランクの工事に加え、直近上・下ランクに応募できます。（ただし単独法人の場合に限る。）
　　※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められていること。※上記公告日現在の共同
　　運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の工事、
　単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

３０．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、契約
締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社
会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２７．施工能力審査内容
　　及び落札者決定基準

別紙のとおり

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・失格基準価格を設定した案件で、当該失格基準価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．低入札価格調査
　　　提出書類

低入札価格調査の対象となった場合は、次に掲げる書類について必要事項を記入し、開札日より３日以内（土日祝日

除く）に江東区総務部経理課あて郵送（必着）または持参にて提出すること。

（１）（様式１）当該価格により入札した理由

（２）（様式２）当該入札価格の積算内訳

（３）（様式３）手持ち工事の状況、手持ち資材の状況

（４）（様式４）手持ち機械の状況、資材の購入先、労働者の具体的供給

（５）（様式５）第一次下請の予定業者、配置予定の技術者、過去に施工した公共工事名



1　評価の方法

ア　工事成績評価点の算定

※1　発注業種＝ 電気工事

令和8年6月1日
落札者決定基準

件　　　名　塩浜二丁目外街路灯改修工事

 本件の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計した評価値による。

　施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。

(ア)　工事成績点の平均点に応じて、次表のとおり算定する。

(イ)　工事成績点の平均点は、本件工事の公表日の属する年度及びその前3年度内に完了した工事の件数に応じ、
　　次のとおりとする。

①　完了工事件数が3件以上ある場合　直近3件の工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

②　完了工事件数が1件又は2件の場合　該当する工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

③　完了工事が1件もない場合　60点

(1)　価格点の算定

　　　入札価格が低入札基準価格以上の場合：100×（1-入札価格÷予定価格）

　　　入札価格が低入札基準価格未満の場合：

　　　100×（1-低入札基準価格÷予定価格）-{100×（1-入札価格÷予定価格）-100×（1-低入札基準価格÷予定価格）}

(2)　施工能力評価点の算定

(ウ)　入札参加者は、工事成績点について江東区総務部経理課に問い合わせることができる。

(エ)　工事成績点は、江東区の発注工事のみを対象とする。

(オ)　工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(東京電子自治体共同運営)
　　別表2の業種区分で本件発注工事と同一の業種（※1）とする。

工事成績点の平均点 工事成績評価点 工事成績点の平均点 工事成績評価点

３５点未満 ０点 ７１．５点以上７２点未満 １３．５点

３５点以上４０点未満 １点 ７２点以上７２．５点未満 １４点

４０点以上４５点未満 ２点 ７２．５点以上７３点未満 １４．５点

４５点以上５０点未満 ３点 ７３点以上７３．５点未満 １５点

５０点以上５５点未満 ４点 ７３．５点以上７４点未満 １５．５点

５５点以上６０点未満 ５点 ７４点以上７４．５点未満 １６点

６０点以上６５点未満 ６点 ７４．５点以上７５点未満 １６．５点

６５点以上６６点未満 ７点 ７５点以上７５．５点未満 １７点

６６点以上６７点未満 ８点 ７５．５点以上７６点未満 １７．５点

６７点以上６７．５点未満 ９点 ７６点以上７６．５点未満 １８点

６７．５点以上６８点未満 ９．５点 ７６．５点以上７７点未満 １８．５点

６８点以上６８．５点未満 １０点 ７７点以上７７．５点未満 １９点

６８．５点以上６９点未満 １０．５点 ７７．５点以上７８点未満 １９．５点

６９点以上６９．５点未満 １１点 ７８点以上７８．５点未満 ２０点

６９．５点以上７０点未満 １１．５点 ７８．５点以上７９点未満 ２０．５点

７０点以上７０．５点未満 １２点 ７９点以上７９．５点未満 ２１点

７０．５点以上７１点未満 １２．５点 ７９．５点以上８０点未満 ２１．５点

７１点以上７１．５点未満 １３点 ８０点以上 ２２点



※2　建設業法上の業種＝ 電気工事

エ  同種工事は、以下の工種・規模以上とする。

オ　類似工事は、以下の工種・規模以上とする。

(ア)　区と災害協定等を締結している場合　１点

2　落札者の決定方法

3　注意事項

CORINS工種区分　電気工事　規模　請負金額が予定価格の2分の1以上（消費税を含む）

(3)　地域貢献点の算定

　　　　地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。

イ　配置予定技術者の資格点は、3点満点とし、配置予定技術者が、本件発注工事の建設業法の規定による業種（※
　　2）について1級技術者の場合に3点、2級技術者の場合に2点、その他の技術者の場合に1点とする。ただし、複数
　　の資格を持つ場合には、上位の資格一つについてのみ評価する。
　　また、実務経験者（建設業法第７条第２号イ、ロ該当）は、経歴書（任意用式。ただし、従事した工事と期間がわかる
　　もの）を添付すること。実務経験として認める期間は、実際の工事に従事した期間とする。

ウ　配置予定技術者の実績点は、2点満点とし、配置予定技術者が同種工事に監理技術者として係わった場合に2点、主任技術者として係わっ
た場合に1.5点、担当技術者として係わった場合に1点、配置予定技術者が類似工事に監理技術者として係わった場合に1.5点、主任技術者とし
て係わった場合に1点、担当技術者として係わった場合に0.5点とする。
  　　なお、実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、いずれか一つの職務についてのみ評価す
る。

CORINS工種区分　電気工事　規模　請負金額が予定価格以上（消費税を含む）

(エ)　区内の支店又は営業所を本店に変更した事業者で、区内本店としての入札参加資格の発生日から３年を超えたもの　３点（区内本
店としての入札参加資格の発生日から３年間は、区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者にあっては２点、区内に支店又
は営業所を設置して２０年未満の事業者にあっては１点）

イ　地域貢献度は、次に掲げるもののうち該当するものを合算した点とする。

ア　地域精通度は、次のいずれかとする。

(ア)　区内に本店がある事業者　３点（平成２４年４月１日以後に新たに区内に本店を設置した事業者にあっては、区内本店としての入札
参加資格の発生日から３年間は０点）

(イ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者　２点

(ウ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年未満の事業者　１点（平成２３年４月１日以後に新たに区内に支店又は営業所を設置した事
業者にあっては、区長が区内事業所として認定した日から５年間は０点）

(1)　提出資料の提出後においては、原則として記載された内容の変更を認めない。ただし、江東区がやむを得ないと認めた場合はこの限りでは
ない。

(2)　提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として工事完了まで変更することができない。ただし、配置予定技術者の死亡等、江東区が
やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(イ)　本件工事の公表日の属する年度及びその前５年度内に区の要請に基づく水防、雪害対策等の災害対応実績がある場合　１点

(ウ)　区内の本店又は支店・営業所において、ＩＳＯ14001、エコアクション21、エコステージ（ステージ2以上）、ＫＥＳ・環境マネジメントシステ
ム・スタンダード（ステップ2以上）のいずれかの認証を取得し、本件入札日が認証有効期限内である場合　０．５点

　入札価格が、予定価格及び失格基準価格の範囲内であるもののうち、1の評価値の最も高い者を落札者とする。この場合において、評価値の
最も高い者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者が低入札価格調査の対象となる場合は、江東区工事
請負契約に係る低入札価格取扱要綱の規定に基づき、低入札価格調査を経たのち、決定する。



江東区大島二丁目２０番 外１路線

円（税込）

２．対象業種 電気工事

３．工事件名 亀戸四丁目外街路灯改修工事

４．工事場所 江東区亀戸四丁目外２ヶ所

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告しま
す。

令和8年6月1日
江東区長　大久保　朋　果

１．公告番号 74

８．予定価格 ９５,９６６,２００

９．低入札価格調査
予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で、案件ごとに調査基準価格及び失格基準価格を設定する。（江東区契約事務
規則第30条第2項及び第3項の規定を準用する）

１０．入札方法

総合評価落札方式一般競争入札（電子入札）とする。

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。
入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札者の入札を原

則無効といたします。

５．工　　　期 令和9年3月10日

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
亀戸四丁目
LED灯　50W　共架　　　　5基
LED灯　20W　灯柱　　　 26基
LED灯　20W　共架　　　122基
LED灯　10W　灯柱　　　　2基
LED灯　10W　共架　　　　4基
配線工　  　　　　　　 一式
撤去工　  　　　　　　 一式

亀戸五丁目
LED灯　50W　共架　　　14基
LED灯　50W　灯具取替　 1基
LED灯　20W　灯柱　 　　1基
LED灯　20W　共架　　　56基
LED灯　10W　灯柱　　　 2基
LED灯　10W　共架　　　21基
撤去工　  　　　　　　一式

ふれあい橋
LED灯　80W　灯柱　 　　 1基
LED灯　20W　灯柱　　　　5基
引込柱　  　　　　　　　1基
自立分電盤工 　　　　　 1基
配線工　  　　　　　　 一式
撤去工　  　　　　　　 一式

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードする
こと。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事項を
確認すること。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月2日(木) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月7日(火) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１１．申請方法

本件は、総合評価落札方式の一般競争入札案件である。申込については、電子入札サービスより行うこと。
また、次に掲げる書類について必要事項を記入し、申請書提出期間内（必着）に江東区総務部経理課あて郵
送にて提出すること。
（１） 施工能力評価点申告書
（２） 地域貢献活動実績報告書
（３） 配置予定技術者の実績確認書類（施工能力評価点申告書の注意書参照）
（４） 配置予定技術者の保有する資格認定証明書（資格者証）の写し

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月15日(水)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月16日(木) 午前10時　　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回



２１．入札保証金 免除

２５．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２６．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号） に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。※格付を設定する案件について区内
　　登録業者は同一ランクの工事に加え、直近上・下ランクに応募できます。（ただし単独法人の場合に限る。）
　　※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められていること。※上記公告日現在の共同
　　運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の工事、
　単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

３０．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、契約
締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社
会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２７．施工能力審査内容
　　及び落札者決定基準

別紙のとおり

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・失格基準価格を設定した案件で、当該失格基準価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．低入札価格調査
　　　提出書類

低入札価格調査の対象となった場合は、次に掲げる書類について必要事項を記入し、開札日より３日以内（土日祝日

除く）に江東区総務部経理課あて郵送（必着）または持参にて提出すること。

（１）（様式１）当該価格により入札した理由

（２）（様式２）当該入札価格の積算内訳

（３）（様式３）手持ち工事の状況、手持ち資材の状況

（４）（様式４）手持ち機械の状況、資材の購入先、労働者の具体的供給

（５）（様式５）第一次下請の予定業者、配置予定の技術者、過去に施工した公共工事名



1　評価の方法

ア　工事成績評価点の算定

※1　発注業種＝ 電気工事

令和8年6月1日
落札者決定基準

件　　　名　亀戸四丁目外街路灯改修工事

 本件の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計した評価値による。

　施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。

(ア)　工事成績点の平均点に応じて、次表のとおり算定する。

(イ)　工事成績点の平均点は、本件工事の公表日の属する年度及びその前3年度内に完了した工事の件数に応じ、
　　次のとおりとする。

①　完了工事件数が3件以上ある場合　直近3件の工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

②　完了工事件数が1件又は2件の場合　該当する工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

③　完了工事が1件もない場合　60点

(1)　価格点の算定

　　　入札価格が低入札基準価格以上の場合：100×（1-入札価格÷予定価格）

　　　入札価格が低入札基準価格未満の場合：

　　　100×（1-低入札基準価格÷予定価格）-{100×（1-入札価格÷予定価格）-100×（1-低入札基準価格÷予定価格）}

(2)　施工能力評価点の算定

(ウ)　入札参加者は、工事成績点について江東区総務部経理課に問い合わせることができる。

(エ)　工事成績点は、江東区の発注工事のみを対象とする。

(オ)　工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(東京電子自治体共同運営)
　　別表2の業種区分で本件発注工事と同一の業種（※1）とする。

工事成績点の平均点 工事成績評価点 工事成績点の平均点 工事成績評価点

３５点未満 ０点 ７１．５点以上７２点未満 １３．５点

３５点以上４０点未満 １点 ７２点以上７２．５点未満 １４点

４０点以上４５点未満 ２点 ７２．５点以上７３点未満 １４．５点

４５点以上５０点未満 ３点 ７３点以上７３．５点未満 １５点

５０点以上５５点未満 ４点 ７３．５点以上７４点未満 １５．５点

５５点以上６０点未満 ５点 ７４点以上７４．５点未満 １６点

６０点以上６５点未満 ６点 ７４．５点以上７５点未満 １６．５点

６５点以上６６点未満 ７点 ７５点以上７５．５点未満 １７点

６６点以上６７点未満 ８点 ７５．５点以上７６点未満 １７．５点

６７点以上６７．５点未満 ９点 ７６点以上７６．５点未満 １８点

６７．５点以上６８点未満 ９．５点 ７６．５点以上７７点未満 １８．５点

６８点以上６８．５点未満 １０点 ７７点以上７７．５点未満 １９点

６８．５点以上６９点未満 １０．５点 ７７．５点以上７８点未満 １９．５点

６９点以上６９．５点未満 １１点 ７８点以上７８．５点未満 ２０点

６９．５点以上７０点未満 １１．５点 ７８．５点以上７９点未満 ２０．５点

７０点以上７０．５点未満 １２点 ７９点以上７９．５点未満 ２１点

７０．５点以上７１点未満 １２．５点 ７９．５点以上８０点未満 ２１．５点

７１点以上７１．５点未満 １３点 ８０点以上 ２２点



※2　建設業法上の業種＝ 電気工事

エ  同種工事は、以下の工種・規模以上とする。

オ　類似工事は、以下の工種・規模以上とする。

(ア)　区と災害協定等を締結している場合　１点

2　落札者の決定方法

3　注意事項

CORINS工種区分　電気工事　規模　請負金額が予定価格の2分の1以上（消費税を含む）

(3)　地域貢献点の算定

　　　　地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。

イ　配置予定技術者の資格点は、3点満点とし、配置予定技術者が、本件発注工事の建設業法の規定による業種（※
　　2）について1級技術者の場合に3点、2級技術者の場合に2点、その他の技術者の場合に1点とする。ただし、複数
　　の資格を持つ場合には、上位の資格一つについてのみ評価する。
　　また、実務経験者（建設業法第７条第２号イ、ロ該当）は、経歴書（任意用式。ただし、従事した工事と期間がわかる
　　もの）を添付すること。実務経験として認める期間は、実際の工事に従事した期間とする。

ウ　配置予定技術者の実績点は、2点満点とし、配置予定技術者が同種工事に監理技術者として係わった場合に2点、主任技術者として係わっ
た場合に1.5点、担当技術者として係わった場合に1点、配置予定技術者が類似工事に監理技術者として係わった場合に1.5点、主任技術者とし
て係わった場合に1点、担当技術者として係わった場合に0.5点とする。
  　　なお、実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、いずれか一つの職務についてのみ評価す
る。

CORINS工種区分　電気工事　規模　請負金額が予定価格以上（消費税を含む）

(エ)　区内の支店又は営業所を本店に変更した事業者で、区内本店としての入札参加資格の発生日から３年を超えたもの　３点（区内本
店としての入札参加資格の発生日から３年間は、区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者にあっては２点、区内に支店又
は営業所を設置して２０年未満の事業者にあっては１点）

イ　地域貢献度は、次に掲げるもののうち該当するものを合算した点とする。

ア　地域精通度は、次のいずれかとする。

(ア)　区内に本店がある事業者　３点（平成２４年４月１日以後に新たに区内に本店を設置した事業者にあっては、区内本店としての入札
参加資格の発生日から３年間は０点）

(イ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者　２点

(ウ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年未満の事業者　１点（平成２３年４月１日以後に新たに区内に支店又は営業所を設置した事
業者にあっては、区長が区内事業所として認定した日から５年間は０点）

(1)　提出資料の提出後においては、原則として記載された内容の変更を認めない。ただし、江東区がやむを得ないと認めた場合はこの限りでは
ない。

(2)　提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として工事完了まで変更することができない。ただし、配置予定技術者の死亡等、江東区が
やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(イ)　本件工事の公表日の属する年度及びその前５年度内に区の要請に基づく水防、雪害対策等の災害対応実績がある場合　１点

(ウ)　区内の本店又は支店・営業所において、ＩＳＯ14001、エコアクション21、エコステージ（ステージ2以上）、ＫＥＳ・環境マネジメントシステ
ム・スタンダード（ステップ2以上）のいずれかの認証を取得し、本件入札日が認証有効期限内である場合　０．５点

　入札価格が、予定価格及び失格基準価格の範囲内であるもののうち、1の評価値の最も高い者を落札者とする。この場合において、評価値の
最も高い者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者が低入札価格調査の対象となる場合は、江東区工事
請負契約に係る低入札価格取扱要綱の規定に基づき、低入札価格調査を経たのち、決定する。



円（税込）

１．公告番号 ７５

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告し
ます。

令和8年6月1日

江東区長　　大久保　朋　果

２．対象業種 電気工事

３．工事件名 江東区立有明中学校照明設備改修工事

４．工事場所 江東区有明二丁目10-1

５．工　　　期 令和9年3月19日

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

校舎LED化改修

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札

者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 ９３,９５１,０００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードす
ること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事
項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月30日(火) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月14日(火)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月15日(水)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象外

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁すること。



２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、

     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。

（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営

     サービス」から継続申請手続きを行うこと。

（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。

（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・

     測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。

     また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、

     報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）



江東区大島二丁目２０番 外１路線

円（税込）

２．対象業種 電気工事

３．工事件名 南砂三丁目公園外公園灯改修工事

４．工事場所 江東区南砂三丁目14番21号外2園

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告しま
す。

令和8年6月1日
江東区長　大久保　朋　果

１．公告番号 76

８．予定価格 ８１,５８４,８００

９．低入札価格調査
予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で、案件ごとに調査基準価格及び失格基準価格を設定する。（江東区契約事務
規則第30条第2項及び第3項の規定を準用する）

１０．入札方法

総合評価落札方式一般競争入札（電子入札）とする。

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。
入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札者の入札を原

則無効といたします。

５．工　　　期 令和9年3月23日

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
南砂三丁目公園
　LED灯 120W　独立柱　　　　   　1基
　LED灯  30W  独立柱（H-3.5m) 　 7基
  LED灯  10W　共架　 　 　　　　 2基
　LED灯  80W　灯具取替　   　 　22基
  LED灯  10W　灯具取替　      　 8基
　引込柱　　　　　　　　　　     1基
　自立型分電盤　　　　　　　   　1面
　自立型分電盤改修　　　　　　   1面

南砂三丁目緑地公園
　LED灯　60W　灯具取替　　   　　2基

潮見運動公園
　LED灯　80W　独立柱（H=6m）　　 4基
　LED灯  80W　独立柱（H=5m）　　 1基
　LED灯　30W　独立柱（H=3.7m）　19基
　自立型分電盤　　　　　　　　　 2面
  時計取替　　　　　　　　　　 2箇所

全工事
　配線工　　　　　　　    　　　一式
  撤去工　　　　　　　　　　　　一式

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードする
こと。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事項を
確認すること。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月2日(木) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月7日(火) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１１．申請方法

本件は、総合評価落札方式の一般競争入札案件である。申込については、電子入札サービスより行うこと。
また、次に掲げる書類について必要事項を記入し、申請書提出期間内（必着）に江東区総務部経理課あて郵
送にて提出すること。
（１） 施工能力評価点申告書
（２） 地域貢献活動実績報告書
（３） 配置予定技術者の実績確認書類（施工能力評価点申告書の注意書参照）
（４） 配置予定技術者の保有する資格認定証明書（資格者証）の写し

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月14日(火)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月15日(水) 午前10時　　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回



２５．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２６．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号） に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。※格付を設定する案件について区内
　　登録業者は同一ランクの工事に加え、直近上・下ランクに応募できます。（ただし単独法人の場合に限る。）
　　※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められていること。※上記公告日現在の共同
　　運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の工事、
　単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

３０．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、契約
締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社
会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２７．施工能力審査内容
　　及び落札者決定基準

別紙のとおり

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・失格基準価格を設定した案件で、当該失格基準価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．低入札価格調査
　　　提出書類

低入札価格調査の対象となった場合は、次に掲げる書類について必要事項を記入し、開札日より３日以内（土日祝日

除く）に江東区総務部経理課あて郵送（必着）または持参にて提出すること。

（１）（様式１）当該価格により入札した理由

（２）（様式２）当該入札価格の積算内訳

（３）（様式３）手持ち工事の状況、手持ち資材の状況

（４）（様式４）手持ち機械の状況、資材の購入先、労働者の具体的供給

（５）（様式５）第一次下請の予定業者、配置予定の技術者、過去に施工した公共工事名



1　評価の方法

ア　工事成績評価点の算定

※1　発注業種＝ 電気工事

令和8年6月1日
落札者決定基準

件　　　名　南砂三丁目公園外公園灯改修工事

 本件の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計した評価値による。

　施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。

(ア)　工事成績点の平均点に応じて、次表のとおり算定する。

(イ)　工事成績点の平均点は、本件工事の公表日の属する年度及びその前3年度内に完了した工事の件数に応じ、
　　次のとおりとする。

①　完了工事件数が3件以上ある場合　直近3件の工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

②　完了工事件数が1件又は2件の場合　該当する工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

③　完了工事が1件もない場合　60点

(1)　価格点の算定

　　　入札価格が低入札基準価格以上の場合：100×（1-入札価格÷予定価格）

　　　入札価格が低入札基準価格未満の場合：

　　　100×（1-低入札基準価格÷予定価格）-{100×（1-入札価格÷予定価格）-100×（1-低入札基準価格÷予定価格）}

(2)　施工能力評価点の算定

(ウ)　入札参加者は、工事成績点について江東区総務部経理課に問い合わせることができる。

(エ)　工事成績点は、江東区の発注工事のみを対象とする。

(オ)　工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(東京電子自治体共同運営)
　　別表2の業種区分で本件発注工事と同一の業種（※1）とする。

工事成績点の平均点 工事成績評価点 工事成績点の平均点 工事成績評価点

３５点未満 ０点 ７１．５点以上７２点未満 １３．５点

３５点以上４０点未満 １点 ７２点以上７２．５点未満 １４点

４０点以上４５点未満 ２点 ７２．５点以上７３点未満 １４．５点

４５点以上５０点未満 ３点 ７３点以上７３．５点未満 １５点

５０点以上５５点未満 ４点 ７３．５点以上７４点未満 １５．５点

５５点以上６０点未満 ５点 ７４点以上７４．５点未満 １６点

６０点以上６５点未満 ６点 ７４．５点以上７５点未満 １６．５点

６５点以上６６点未満 ７点 ７５点以上７５．５点未満 １７点

６６点以上６７点未満 ８点 ７５．５点以上７６点未満 １７．５点

６７点以上６７．５点未満 ９点 ７６点以上７６．５点未満 １８点

６７．５点以上６８点未満 ９．５点 ７６．５点以上７７点未満 １８．５点

６８点以上６８．５点未満 １０点 ７７点以上７７．５点未満 １９点

６８．５点以上６９点未満 １０．５点 ７７．５点以上７８点未満 １９．５点

６９点以上６９．５点未満 １１点 ７８点以上７８．５点未満 ２０点

６９．５点以上７０点未満 １１．５点 ７８．５点以上７９点未満 ２０．５点

７０点以上７０．５点未満 １２点 ７９点以上７９．５点未満 ２１点

７０．５点以上７１点未満 １２．５点 ７９．５点以上８０点未満 ２１．５点

７１点以上７１．５点未満 １３点 ８０点以上 ２２点



※2　建設業法上の業種＝ 電気工事

エ  同種工事は、以下の工種・規模以上とする。

オ　類似工事は、以下の工種・規模以上とする。

(ア)　区と災害協定等を締結している場合　１点

2　落札者の決定方法

3　注意事項

CORINS工種区分　電気工事　規模　請負金額が予定価格の2分の1以上（消費税を含む）

(3)　地域貢献点の算定

　　　　地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。

イ　配置予定技術者の資格点は、3点満点とし、配置予定技術者が、本件発注工事の建設業法の規定による業種（※
　　2）について1級技術者の場合に3点、2級技術者の場合に2点、その他の技術者の場合に1点とする。ただし、複数
　　の資格を持つ場合には、上位の資格一つについてのみ評価する。
　　また、実務経験者（建設業法第７条第２号イ、ロ該当）は、経歴書（任意用式。ただし、従事した工事と期間がわかる
　　もの）を添付すること。実務経験として認める期間は、実際の工事に従事した期間とする。

ウ　配置予定技術者の実績点は、2点満点とし、配置予定技術者が同種工事に監理技術者として係わった場合に2点、主任技術者として係わっ
た場合に1.5点、担当技術者として係わった場合に1点、配置予定技術者が類似工事に監理技術者として係わった場合に1.5点、主任技術者とし
て係わった場合に1点、担当技術者として係わった場合に0.5点とする。
  　　なお、実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、いずれか一つの職務についてのみ評価す
る。

CORINS工種区分　電気工事　規模　請負金額が予定価格以上（消費税を含む）

(エ)　区内の支店又は営業所を本店に変更した事業者で、区内本店としての入札参加資格の発生日から３年を超えたもの　３点（区内本
店としての入札参加資格の発生日から３年間は、区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者にあっては２点、区内に支店又
は営業所を設置して２０年未満の事業者にあっては１点）

イ　地域貢献度は、次に掲げるもののうち該当するものを合算した点とする。

ア　地域精通度は、次のいずれかとする。

(ア)　区内に本店がある事業者　３点（平成２４年４月１日以後に新たに区内に本店を設置した事業者にあっては、区内本店としての入札
参加資格の発生日から３年間は０点）

(イ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者　２点

(ウ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年未満の事業者　１点（平成２３年４月１日以後に新たに区内に支店又は営業所を設置した事
業者にあっては、区長が区内事業所として認定した日から５年間は０点）

(1)　提出資料の提出後においては、原則として記載された内容の変更を認めない。ただし、江東区がやむを得ないと認めた場合はこの限りでは
ない。

(2)　提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として工事完了まで変更することができない。ただし、配置予定技術者の死亡等、江東区が
やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(イ)　本件工事の公表日の属する年度及びその前５年度内に区の要請に基づく水防、雪害対策等の災害対応実績がある場合　１点

(ウ)　区内の本店又は支店・営業所において、ＩＳＯ14001、エコアクション21、エコステージ（ステージ2以上）、ＫＥＳ・環境マネジメントシステ
ム・スタンダード（ステップ2以上）のいずれかの認証を取得し、本件入札日が認証有効期限内である場合　０．５点

　入札価格が、予定価格及び失格基準価格の範囲内であるもののうち、1の評価値の最も高い者を落札者とする。この場合において、評価値の
最も高い者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者が低入札価格調査の対象となる場合は、江東区工事
請負契約に係る低入札価格取扱要綱の規定に基づき、低入札価格調査を経たのち、決定する。



円（税込）

１．公告番号 ７７

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告し
ます。

令和8年6月1日

江東区長　　大久保　朋　果

２．対象業種 電気工事

３．工事件名 江東区立第五砂町小学校照明設備改修工事

４．工事場所 江東区東砂八丁目11-5

５．工　　　期 令和9年3月19日

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

校舎LED化改修

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札

者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 ７６,１２０,０００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードす
ること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事
項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月30日(火) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月13日(月)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月14日(火)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象外

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁すること。



２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、

     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。

（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営

     サービス」から継続申請手続きを行うこと。

（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。

（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・

     測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。

     また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、

     報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）



円（税込）

１．公告番号 78

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 電気工事

３．工事件名 扇橋公園外公園灯改修工事

４．工事場所 江東区石島18番外7園

５．工　　　期 令和9年2月10日

６．格　　　付 Aランク

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
LED灯　80W　灯柱工（街路灯型+6m柱）　5基
LED灯　80W　灯柱工（公園灯型）　　　 7基
LED灯　80W　灯柱工（街路灯型+8m柱）　4基
LED灯　80W　灯具取替工（街路灯型）　 2基
LED灯　80W　灯具取替工（公園灯型）　10基
引込柱工　 　　　　　　　　　　　　　2基
分電盤工 　　　　　　　　　　　　　　4基
時計柱工　　　　　　　　　　　　　　 2基
時計取替工　　　　　　　　　　　　　 1基
配管・配線工　　　　　　　　　　　　一式
撤去工　　　　　　　　　　　　　　　一式

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 ４５,９６７,９００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月23日(火) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月23日(火) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月1日(水) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月6日(月) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月13日(月)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月14日(火)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



１．公告番号 ７９

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告し
ます。

令和8年6月1日

江東区長　　大久保　朋　果

２．対象業種 給排水衛生工事

３．工事件名 江東区立亀戸図書館外3ヶ所給湯器その他改修工事

４．工事場所 江東区亀戸七丁目39-9外3ヶ所

５．工　　　期 令和9年3月1日

６．格　　　付 Bランク

７．工事概要

【亀戸図書館】

・空調設備改修

【亀戸福祉会館】

・給湯設備改修

【古石場保育園】

・給水設備改修

【南砂高齢者在宅サービスセンター】

・給湯設備改修

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札

者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 事後公表

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月25日(木) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードす
ること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事
項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月25日(木) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月7日(火) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月9日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月15日(水)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月16日(木)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 ３回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象外

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁すること。



２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、

     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。

（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営

     サービス」から継続申請手続きを行うこと。

（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。

（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・

     測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。

     また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、

     報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）



江東区大島二丁目２０番 外１路線

円（税込）

２．対象業種 造園

３．工事件名 塩浜二丁目公園改修工事

４．工事場所 江東区塩浜二丁目25番16号

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告しま
す。

令和8年6月1日
江東区長　大久保　朋　果

１．公告番号 80

８．予定価格 ５６,３４２,０００

９．低入札価格調査
予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で、案件ごとに調査基準価格及び失格基準価格を設定する。（江東区契約事務
規則第30条第2項及び第3項の規定を準用する）

１０．入札方法

総合評価落札方式一般競争入札（電子入札）とする。

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。
入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入札者の入札を原

則無効といたします。

５．工　　　期 令和9年2月26日

６．格　　　付 -

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
塩浜二丁目公園（面積:960.63㎡）
土木工事
　敷地造成工　1式
　構造物撤去工　1式
　施設等撤去工　1式
　植栽工　1式
　樹木整姿工　1式
　給水設備工　1式
　雨水排水設備工　1式
　園路広場整備工　1式
　（透水性ILB舗装185㎡、ダスト舗装269㎡他）
　遊戯施設整備工　1式（複合遊具1基他）
　サービス施設整備工　1式（パーゴラ1基他）
　管理施設整備工　1式（車止め5基他）

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロードする
こと。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注意事項を
確認すること。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月1日(水) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月6日(月) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１１．申請方法

本件は、総合評価落札方式の一般競争入札案件である。申込については、電子入札サービスより行うこと。
また、次に掲げる書類について必要事項を記入し、申請書提出期間内（必着）に江東区総務部経理課あて郵
送にて提出すること。
（１） 施工能力評価点申告書
（２） 地域貢献活動実績報告書
（３） 配置予定技術者の実績確認書類（施工能力評価点申告書の注意書参照）
（４） 配置予定技術者の保有する資格認定証明書（資格者証）の写し

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月13日(月)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月14日(火) 午前10時30分　　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事



２５．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２６．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号） に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。※格付を設定する案件について区内
　　登録業者は同一ランクの工事に加え、直近上・下ランクに応募できます。（ただし単独法人の場合に限る。）
　　※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められていること。※上記公告日現在の共同
　　運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の工事、
　単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

３０．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、契約
締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社
会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２７．施工能力審査内容
　　及び落札者決定基準

別紙のとおり

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・失格基準価格を設定した案件で、当該失格基準価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．低入札価格調査
　　　提出書類

低入札価格調査の対象となった場合は、次に掲げる書類について必要事項を記入し、開札日より３日以内（土日祝日

除く）に江東区総務部経理課あて郵送（必着）または持参にて提出すること。

（１）（様式１）当該価格により入札した理由

（２）（様式２）当該入札価格の積算内訳

（３）（様式３）手持ち工事の状況、手持ち資材の状況

（４）（様式４）手持ち機械の状況、資材の購入先、労働者の具体的供給

（５）（様式５）第一次下請の予定業者、配置予定の技術者、過去に施工した公共工事名



1　評価の方法

ア　工事成績評価点の算定

※1　発注業種＝ 造園

令和8年6月1日
落札者決定基準

件　　　名　塩浜二丁目公園改修工事

 本件の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計した評価値による。

　施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。

(ア)　工事成績点の平均点に応じて、次表のとおり算定する。

(イ)　工事成績点の平均点は、本件工事の公表日の属する年度及びその前3年度内に完了した工事の件数に応じ、
　　次のとおりとする。

①　完了工事件数が3件以上ある場合　直近3件の工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

②　完了工事件数が1件又は2件の場合　該当する工事成績点の相加平均点（小数点第二位切り捨て）

③　完了工事が1件もない場合　60点

(1)　価格点の算定

　　　入札価格が低入札基準価格以上の場合：100×（1-入札価格÷予定価格）

　　　入札価格が低入札基準価格未満の場合：

　　　100×（1-低入札基準価格÷予定価格）-{100×（1-入札価格÷予定価格）-100×（1-低入札基準価格÷予定価格）}

(2)　施工能力評価点の算定

(ウ)　入札参加者は、工事成績点について江東区総務部経理課に問い合わせることができる。

(エ)　工事成績点は、江東区の発注工事のみを対象とする。

(オ)　工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(東京電子自治体共同運営)
　　別表2の業種区分で本件発注工事と同一の業種（※1）とする。

工事成績点の平均点 工事成績評価点 工事成績点の平均点 工事成績評価点

３５点未満 ０点 ７１．５点以上７２点未満 １３．５点

３５点以上４０点未満 １点 ７２点以上７２．５点未満 １４点

４０点以上４５点未満 ２点 ７２．５点以上７３点未満 １４．５点

４５点以上５０点未満 ３点 ７３点以上７３．５点未満 １５点

５０点以上５５点未満 ４点 ７３．５点以上７４点未満 １５．５点

５５点以上６０点未満 ５点 ７４点以上７４．５点未満 １６点

６０点以上６５点未満 ６点 ７４．５点以上７５点未満 １６．５点

６５点以上６６点未満 ７点 ７５点以上７５．５点未満 １７点

６６点以上６７点未満 ８点 ７５．５点以上７６点未満 １７．５点

６７点以上６７．５点未満 ９点 ７６点以上７６．５点未満 １８点

６７．５点以上６８点未満 ９．５点 ７６．５点以上７７点未満 １８．５点

６８点以上６８．５点未満 １０点 ７７点以上７７．５点未満 １９点

６８．５点以上６９点未満 １０．５点 ７７．５点以上７８点未満 １９．５点

６９点以上６９．５点未満 １１点 ７８点以上７８．５点未満 ２０点

６９．５点以上７０点未満 １１．５点 ７８．５点以上７９点未満 ２０．５点

７０点以上７０．５点未満 １２点 ７９点以上７９．５点未満 ２１点

７０．５点以上７１点未満 １２．５点 ７９．５点以上８０点未満 ２１．５点

７１点以上７１．５点未満 １３点 ８０点以上 ２２点



※2　建設業法上の業種＝ 造園工事

エ  同種工事は、以下の工種・規模以上とする。

オ　類似工事は、以下の工種・規模以上とする。

(ア)　区と災害協定等を締結している場合　１点

2　落札者の決定方法

3　注意事項

CORINS工種区分　造園工事   規模  請負金額が予定価格の2分の1以上（消費税を含む）

(3)　地域貢献点の算定

　　　　地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。

イ　配置予定技術者の資格点は、3点満点とし、配置予定技術者が、本件発注工事の建設業法の規定による業種（※
　　2）について1級技術者の場合に3点、2級技術者の場合に2点、その他の技術者の場合に1点とする。ただし、複数
　　の資格を持つ場合には、上位の資格一つについてのみ評価する。
　　また、実務経験者（建設業法第７条第２号イ、ロ該当）は、経歴書（任意用式。ただし、従事した工事と期間がわかる
　　もの）を添付すること。実務経験として認める期間は、実際の工事に従事した期間とする。

ウ　配置予定技術者の実績点は、2点満点とし、配置予定技術者が同種工事に監理技術者として係わった場合に2点、主任技術者として係わっ
た場合に1.5点、担当技術者として係わった場合に1点、配置予定技術者が類似工事に監理技術者として係わった場合に1.5点、主任技術者とし
て係わった場合に1点、担当技術者として係わった場合に0.5点とする。
  　　なお、実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、いずれか一つの職務についてのみ評価す
る。

CORINS工種区分　造園工事　 規模  請負金額が予定価格以上（消費税を含む）

(エ)　区内の支店又は営業所を本店に変更した事業者で、区内本店としての入札参加資格の発生日から３年を超えたもの　３点（区内本
店としての入札参加資格の発生日から３年間は、区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者にあっては２点、区内に支店又
は営業所を設置して２０年未満の事業者にあっては１点）

イ　地域貢献度は、次に掲げるもののうち該当するものを合算した点とする。

ア　地域精通度は、次のいずれかとする。

(ア)　区内に本店がある事業者　３点（平成２４年４月１日以後に新たに区内に本店を設置した事業者にあっては、区内本店としての入札
参加資格の発生日から３年間は０点）

(イ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年以上の事業者　２点

(ウ)　区内に支店又は営業所を設置して２０年未満の事業者　１点（平成２３年４月１日以後に新たに区内に支店又は営業所を設置した事
業者にあっては、区長が区内事業所として認定した日から５年間は０点）

(1)　提出資料の提出後においては、原則として記載された内容の変更を認めない。ただし、江東区がやむを得ないと認めた場合はこの限りでは
ない。

(2)　提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として工事完了まで変更することができない。ただし、配置予定技術者の死亡等、江東区が
やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

(イ)　本件工事の公表日の属する年度及びその前５年度内に区の要請に基づく水防、雪害対策等の災害対応実績がある場合　１点

(ウ)　区内の本店又は支店・営業所において、ＩＳＯ14001、エコアクション21、エコステージ（ステージ2以上）、ＫＥＳ・環境マネジメントシステ
ム・スタンダード（ステップ2以上）のいずれかの認証を取得し、本件入札日が認証有効期限内である場合　０．５点

　入札価格が、予定価格及び失格基準価格の範囲内であるもののうち、1の評価値の最も高い者を落札者とする。この場合において、評価値の
最も高い者が2以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者が低入札価格調査の対象となる場合は、江東区工事
請負契約に係る低入札価格取扱要綱の規定に基づき、低入札価格調査を経たのち、決定する。



円（税込）

１．公告番号 81

制限付一般競争入札の公告

　制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公
告します。

令和8年6月1日

江東区長　大久保　朋　果

２．対象業種 ポンプ据付け

３．工事件名 桜井ポンプ所外維持補修工事

４．工事場所 江東区北砂六丁目１９番地先外８ヶ所

５．工　　　期 令和9年3月17日

６．格　　　付 -

７．工事概要

【週休2日制確保工事（現場閉所）（月単位）】
桜井ポンプ所
　・ポンプ制御盤更新
　・水位計更新
古石場川取水ポンプ所
　・通報設備更新
大島川東支川取水ポンプ所
　・No.1ポンプ更新
　・水位計更新
大島川東支川排水ポンプ所
　・No.2ポンプ更新
横十間川取水ポンプ所
　・No.2ポンプ更新
横十間川排水ポンプ所
　・No.1ポンプ更新
　・水位計更新
横十間川水門
　・無停電電源装置更新
竪川取水ポンプ
　・No.1ポンプ更新
竪川排水ポンプ
　・水位計更新

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

入札金額の入力の際に、内訳書登録を行うこと。登録した内訳書の内容不備があった場合等は当該入
札者の入札を原則無効といたします。

８．予定価格 １２４,６８７,２００

９．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

１０．入札方法

電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

１１．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１２．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１４．設計図書の配布
令和8年6月22日(月) 頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よりダウンロード
すること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加資格確認結果通知書の注
意事項を確認すること。

１３．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は 令和8年6月22日(月) 以降に通知する。

１５．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年7月6日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月9日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

２１．入札保証金 免除

１６．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月21日(火)　午後4時まで

１７．開札日時及び場所 令和8年7月22日(水)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１８．入札執行回数 １回

１９．最低入札参加者数 ３者

２０．契約保証金 要（契約金額の10％)



２２．前払金 有り（契約金額の40％まで、10万円未満切捨て。）

２３．中間前払金 有り（契約金額の20％まで、10万円未満切捨て。）

２４．建設リサイクル法 対象工事

２５．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓口）に来庁
すること。

２６．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２７．入札参加資格条件
　　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。

○特定建設業許可を有すること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第３２８１号）に基づく指名
　　　停止を受けている期間中でないこと。
（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている期間中でないこと。
（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。
　　※格付を設定する案件について区内登録業者は同一ランクの工事に加え、 直近上・下ランクに応募できます。
　　（ただし単独法人の場合に限る。）※格付を設定しない案件については共同格付において順位が定められて
　　いること。※上記公告日現在の共同運営格付による。
（５）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。
　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。
　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に記載の
　　　「関係会社の定義」による。
（６）建設業法に従い監理技術者または主任技術者を配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書きの
　　規定（特例監理技術者の設置）については、「監理技術者の専任義務の緩和について」のとおり取り扱う。
　　通知に基づき特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を予定している場合は、希望申請時に
　　「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出すること。
（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
（８）江東区発注の工事請負契約につき、下請契約関係が適切であること。
（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。
（１０）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定から５年が経過して
　　いること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）
（１１）申込み数の制限について
　①区内に本店のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に６件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大６件まで申込み可能。　（いずれの場合
　もその他の業種は６件まで申込めます）
　②区内に支店、営業所のある事業者
　申込み時、江東区発注の工事を施工中でない場合、同一業種に３件まで申込み可能。申込み時、江東区発注の
　工事を１件以上施工中である場合、施工中件数と申込み件数の和が最大３件まで申込み可能。　（いずれの
　場合もその他の業種は３件まで申込めます）ただし、区内支店・営業所設置20年経過認定通知を受けている
　事業者に関しては、３件を４件に読み替えることとする。
　※（１１）の施工中の件数には、共同企業体や協同組合の構成員として施工している場合も対象となる。
　※（１１）の条件について、契約金額１千万円未満の土木・建築工事、５百万円未満の土木・建築工事以外の
　工事、単価契約、特命契約は含まない。
　※申込み後、その入札までに施工件数が増え、当月の申込み可能件数を超えた場合は、申込みを辞退すること。
　ただし、他の申込み案件を辞退し、申込み件数が、申込み可能件数内となったときは、辞退を要しない。

２８．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。
 ・江東区契約事務規則第５条に定める参加資格を有さないものが行った入札
 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。
 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。
 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。
 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、
　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。
 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。
 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。
 ・入札時において入札内訳書の登録のない入札又は入札内訳書の内容に不備のある入札。

２９．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同運営
     サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・測量に係る委託契約は、
契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象
に、区と社会保険労務士が事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲
載。）



令和8年6月1日

円（税込）

１９．前払金 有り（契約金額の30％まで、10万円未満切捨て。）

２０．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

１６．開札日時及び場所 令和8年6月30日(火)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１７．入札執行回数 １回

１８．契約保証金 免除

１４．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月18日(木) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年6月22日(月) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１０．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１５．入札期間 設計図書受領の日から令和8年6月29日(月)　午後4時まで

１１．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１２．指名通知の発送 令和8年6月11日(木)以降に通知する。

１３．設計図書の配布
令和8年6月11日(木)頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書より
ダウンロードすること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札参加
資格確認結果通知書の注意事項を確認すること。

８．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

９．入札方法
電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

７．予定価格 ３０,１６２,０００

２．工事件名 江東区役所富岡出張所改修実施設計委託

３．工事場所 江東区富岡一丁目16-12

４．工　　　期 令和9年3月31日

５．格　　　付 -

６．工事概要

大規模改修工事の実施設計委託

１．対象業種 建築設計

【希望制指名競争入札】

公告番号

【希望制指名競争入札】

公告番号 82



 

２３．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

２４．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同
　　運営サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・
     測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。
     また、「労働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が
     事業所を訪問し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２２．入札参加資格条件
　　　（申込み条件）

○区外業者にあっては、当該業種における共同運営格付順位が150位以内にあること。
※順位は、本件公告日現在の順位による。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第

　　 ３２８１号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている

　　 期間中でないこと。

（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。

（５）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定

　　から５年が経過していること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）

（６）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。

　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。

　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」

　　　に記載の「関係会社の定義」による。

（７）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事

　　 由のないこと。

（８）入札までに継続して入札参加資格を有していること。

２１．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番窓
口）に来庁すること。



江東区大島二丁目２０番 外１路線

令和8年6月1日

５．格　　　付 -

６．工事概要

路線番号：江132号
路線延長：0.28km
道路詳細設計：0.28km
測量調査：一式
打合せ協議：一式

１．対象業種 土木設計

２．工事件名 道路工事設計委託

３．工事場所 江東区新砂三丁目4番～東砂八丁目3番

４．工　　　期 令和9年2月26日

８．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

９．入札方法
電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

７．予定価格 事後公表

１０．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１５．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月7日(火)　午後4時まで

１１．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１２．指名通知の発送 令和8年6月23日(火)以降に通知する。

１３．設計図書の配布
令和8年6月23日(火)頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よ
りダウンロードすること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札
参加資格確認結果通知書の注意事項を確認すること。

１４．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月29日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１６．開札日時及び場所 令和8年7月8日(水)　午前10時　　電子入札サービスで行う

１７．入札執行回数 ３回

１８．契約保証金 免除

１９．前払金 有り（契約金額の30％まで、10万円未満切捨て。）

【希望制指名競争入札】

公告番号

【希望制指名競争入札】

公告番号 83



 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第

　　 ３２８１号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている

　　 期間中でないこと。

（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。

（５）共同格付において順位が定められていること。（順位は、本件公告日現在の順位による。）

（６）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定

　　から５年が経過していること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）

（７）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。

　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。

　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」

　　　 に記載の「関係会社の定義」による。

（８）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事

　　 由のないこと。

（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。

２０．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２１．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番
窓口）に来庁すること。

２３．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

２４．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同
　　運営サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・
測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労
働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が事業所を訪問
し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２２．入札参加資格条件
　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。



江東区大島二丁目２０番 外１路線

令和8年6月1日

５．格　　　付 -

６．工事概要

4級基準点測量（測量・基準点鋲設置）   　139点
4級基準点測量（測量）　　　　　　　   　 16点
道路台帳平面図作成  　　　　　　　　143,600㎡
区域の確認作業　　　　　　　　　　　4,540.0ｍ
道路敷地構成図作成　  　　　　　 　 3,560.0ｍ
権利関係調査　　　　　　　　　　　　     一式
路線測量鋲設置工　　　　　　　　　　     10点
成果検定費　　　　　　　　　　　　　　　 一式

１．対象業種 測量

２．工事件名 路線図作成委託（６３地区、６５地区及び７３地区北）

３．工事場所 江東区越中島一、二、三丁目、牡丹一丁目、豊洲一丁目

４．工　　　期 令和9年3月12日

８．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

９．入札方法
電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

７．予定価格 事後公表

１０．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１５．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月8日(水)　午後4時まで

１１．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１２．指名通知の発送 令和8年6月23日(火)以降に通知する。

１３．設計図書の配布
令和8年6月23日(火)頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よ
りダウンロードすること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札
参加資格確認結果通知書の注意事項を確認すること。

１４．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月29日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１６．開札日時及び場所 令和8年7月9日(木)　午前10時30分　　電子入札サービスで行う

１７．入札執行回数 ３回

１８．契約保証金 免除

１９．前払金 有り（契約金額の30％まで、10万円未満切捨て。）

【希望制指名競争入札】

公告番号

【希望制指名競争入札】

公告番号 84



 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第

　　 ３２８１号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている

　　 期間中でないこと。

（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。

（５）共同格付において順位が定められていること。（順位は、本件公告日現在の順位による。）

（６）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定

　　から５年が経過していること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）

（７）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。

　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。

　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」

　　　 に記載の「関係会社の定義」による。

（８）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事

　　 由のないこと。

（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。

２０．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２１．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番
窓口）に来庁すること。

２３．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

２４．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同
　　運営サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・
測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労
働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が事業所を訪問
し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２２．入札参加資格条件
　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。



江東区大島二丁目２０番 外１路線

円（税込）

令和8年6月1日

５．格　　　付 -

６．工事概要

【一次調査】
レーダー探査車による車道部の調査
打合せ・計画準備　一式
現地踏査・一次調査・一次調査解析　５３．０km
報告書作成　一式
【二次調査】
一次調査結果をもとに孔内観察装置による車道部の空洞調査
打合せ・計画準備・現地踏査　一式
二次調査・スコープ調査資料作成　６９箇所
報告書作成　一式

１．対象業種 地質調査

２．工事件名 路面下空洞調査委託

３．工事場所 江東区管内

４．工　　　期 令和9年3月5日

８．最低制限価格 予定価格（税抜き）の１００分の７５以上で案件ごとに設定。

９．入札方法
電子調達システム電子入札サービス（以下「電子入札サービス」という）による。

※入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた総価額を入力すること。

７．予定価格 ３１,５４１,４００

１０．希望申請方法 電子入札サービスから希望申請を行うこと。

１５．入札期間 設計図書受領の日から令和8年7月7日(火)　午後4時まで

１１．申請書提出期間 令和8年6月1日(月)　午前9時から　令和8年6月8日(月)　午後5時まで

１２．指名通知の発送 令和8年6月23日(火)以降に通知する。

１３．設計図書の配布
令和8年6月23日(火)頃、ファイル転送システムによる配布または、電子入札サービスの発注図書よ
りダウンロードすること。※設計図書の配布方法については、電子入札サービスの一般競争入札
参加資格確認結果通知書の注意事項を確認すること。

１４．質問及び回答

質問及び回答については、電子入札サービスの「質問登録・閲覧」により行うこと。

質問登録期間：設計図書受領の日から 令和8年6月29日(月) 午前11時まで

回答閲覧期間： 令和8年7月2日(木) 午後1時までに回答。回答後、入札期限まで閲覧可。

１６．開札日時及び場所 令和8年7月8日(水)　午前10時30分　　電子入札サービスで行う

１７．入札執行回数 １回

１８．契約保証金 免除

１９．前払金 有り（契約金額の30％まで、10万円未満切捨て。）

【希望制指名競争入札】

公告番号

【希望制指名競争入札】

公告番号 85



 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（２）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日２７江総経第

　　 ３２８１号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（３）江東区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている

　　 期間中でないこと。

（４）本件の対象業種が江東区の競争入札参加資格申請業種であること。

（５）共同格付において順位が定められていること。（順位は、本件公告日現在の順位による。）

（６）区内に支店、営業所のある事業者が区内業者として入札参加を行う場合は、区の認定

　　から５年が経過していること（ただし、平成２３年４月１日以降に設置した支店、営業所に限る）

（７）協同組合が申込みをした場合、その構成員は同一案件に申込むことはできない。

　　また、関係会社が同一の案件に申し込むことはできない。

　　※関係会社の定義は、電子入札サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」

　　　 に記載の「関係会社の定義」による。

（８）信用失墜行為、手形の不渡り等、入札に参加することが不適当と認められる事

　　 由のないこと。

（９）入札までに継続して入札参加資格を有していること。

２０．契約条項を示す場所 江東区総務部経理課契約係

２１．落札者への通知
落札者には電子入札サービスを通じて開札日以降に通知する。
通知を受けた者は、通知を受けた後２営業日以内に、経理課契約係（江東区役所４階３番
窓口）に来庁すること。

２３．入札の無効

以下のいずれかに該当する入札は無効とする。

 ・競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。

 ・入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。

 ・入札時において指名停止期間中である者のした入札。

 ・入札時において入札等除外措置を受けている期間中である者のした入札。

 ・江東区契約担当者によって競争参加資格のあることを確認された者であっても、

　 確認後（入札時）において競争入札参加資格のない者のした入札。

 ・最低制限価格を設定した案件で、当該最低制限価格未満の金額で応札した入札。

 ・予定価格を事前公表した案件で、当該予定価格を超える金額で応札した入札。

２４．その他

（１）入札において、事故がおきたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止、
     又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。
（２）江東区競争入札参加資格を有するものは有効期限までに「東京電子自治体共同
　　運営サービス」から継続申請手続きを行うこと。
（３）入札を辞退する場合は、辞退理由を記載すること。
（４）予定価格が3,000万円以上の工事請負契約及び2,000万円以上の工事の設計・調査・
測量に係る委託契約は、契約締結後に「労働環境報告書」の提出を必要とする。また、「労
働環境報告書」を提出した事業者の一部を対象に、区と社会保険労務士が事業所を訪問
し、報告書の記載内容について確認を行う。（詳細は区ホームページに掲載。）

２２．入札参加資格条件
　　　（申込み条件）

○江東区内に本店または支店、営業所がある登録業者であること。


